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午後２時開会

　　　　　　　　　　　　報告事項

　　　　　　　　　笛１５回懇談会議事録確認

最終的な議事録からは個人名｢ま削除することで合意

協議事項

r外形基準の確認のための書類の相互提出についてj

○（日矯）（司会｝前回の懇談会において日矯学会の方から、三団体か専門医を広告す

　る団体としての外形基準を満たしているかどうかの確認のためということで、会員の名

　隋と直近３年間の会計資料の提出を求めたところ、懇談会の中では成人矯正の方から「よ

　資料の提出は講わないという返答、またＪＩＯの方からは、持ち帰って検討したいとい

　う返答があった，懇談会後にＪＩＯの方から、会計資料及び名簿の提出は必姿ないと考

　えるという内容の回答書が送られて来ている。

日矯学会の主張

・本懇談会発足の前提として、３団体ともに外形基準９項目を満たしているということ

　があるのではないか。その確認のために会員の名簿と疸近３年間の会計資料の提出を求

　めている。

・今後仮に合同審査機構の設置を検討する場合も、３団体それぞれが外形基準９項目を

泌たしていることを確認してからにする必要があると考える。

J10の主張

・法律上、会員以外からの会員名簿や財産目録などの請求に応じる必要がない。なお、

　会員名簿は、専門医資格認定団体に関わる基準該当届と共に厚労省に提出した。

一本懇談会｢ま、厚労省医政局総務課担当官が示した三団体ともに外形基準面満たしてい

るということで始まっている。
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成人の王張

一三団体すべてが合意している状況でなければ、そういった資料の提出は今のところは

　控えたい。

三団体それぞれが主張を繰り返し総論が平行糎をたどる中、「外形基準９項目の相互確認

を一旦棚上げにして、今後の協議を進めることの提案jがなされた。

○（成人｝思うに、９項目を満たしているか満たしていないかというのは棚上げにして、

もしそれが満たしてないということがはっきりした段階で、この懇談会から退会するとい

うふうにΞ団体が打ち合わせした上で今後の協議をしていけばどうか．

０｛成人）例えば意見がまとまらなければアウトという結論もあったと思うが、２年半

やられたということは、や「まり皆さんの中でまとめたいという気持ちがあるからだと思う．

そのときに、広告ができるというメリットはあるのだが、広告のためにやっているので|ま

なく、未来の若い人たちに日本の矯正をきちっとして恥げるだと思う。

○（成人）この先のこと、過去よりも現在あるいは未来ということだと思う。そうなっ

た時に今までの議論をいろいろしていると、どうしても日本矯正歯科学会の場合には、日

本矯正歯科学会のぐ専門医制度の）中に入ってくれということである．で「ま、仮に入ると

して、それぞれの学会の専門医はどういうふうに扱われるのかという提案をしても、一切

返事はない。また何回かやっていると、またうちに最終的には入ってくださいと。いろい

ろこちらも提案はしているが、最終的にはうちに入ってくださいになってしまい、いわゆ

るクリエイティブな議諭になかなかなっていかない。

　それから、自分たちの立場あるいは団体を守らなければいけないとかといろんなものが

あるが、もうそこから出て第三者機構をつくっていこうというようなところに発想を変え

ていかない眼りは、また１５回、２０回．３０回やっても、結局また同じところに戻って

いくような気がしている。本当にここで若い人たちのこと、あるいは今の制度をある意味

で環して親しいものをつくっていこうとし弓ような発想で進めたらいい。

○（成人）外形基準の確認は棚上げにして、むしろそれが団体の９項目に当てはまら

　ないということになった段階で降りるということをお互いに宣言しておけば、前へ進ん
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　でいく形でいいのではないか。我々は日矯の中に入るということはあり得ない。三団体

　で話し合う以上、私たちが拒否していることについて「よどうしようもないわけだから．

　新たに外郎にそういう審査機構みたいなものをつくってやるしか今のところ方法はない,．

０（Ｊ １０〕基準を統一した審査をするだけの認定機構を外部に作ることは、合同蜜豆

委員会の名称が変わったようなもので、専門医資格認定団体として広告はできない。

○（成人）それで審査するということは、Ξ団体が認めたということになるから、広

　告「よできる。三団体が認めた審査機構であればよいのではないか。

○（ＪＩＯ）設立された機構自体が団体として申請するのであれば、それが外形基準に

合わないといけない。要するに１０００人以上の会員がいて、５年以上の経歴があり、

学術団体とか学術後援団体「ごする必要がある．そのようにならない限り、認定機構か審査

しても認定植槙自体は広告が出来ない．もう１つ考えられるのは、３学会構成の心臓血管

外科専門医認定機構のように認定機構が審査だけをする団体で、血管外科学会・心臓外科

学会・胸部外科学会のように、その矯正の各団体が、成人矯正歯科学会専門医、日本矯正

歯科学会専門医という事は出来る。

　なお、この認定機構が外形基準を渦たすために申請するには５年以上かかる。他の団体

と提携して吸収するか事業を引き継がない限りはすぐにはできない。

○（成人）それ「ままた次のディスカッションだから、ともかく三団体が統一した意見に

なればよい。

○（Ｊ】○）その後はやり方「まあると思う。

○（成人）外形基準については、とりあえず満たされているという前提の上で話し合っ

て、将来的に満たしていないことがどこかではっきりした段階で、この懇談会なりからそ

の団体は引き下がるというふうなことで議論を進めてはどうかり

ｏ（日矯）私もやはり早く国民のためにとにかくきちんとした専門医制度をつくるとい

うこと「ま国民のためだし、一生懸命若い先生か勉強していて専門医を取るときに、どれを

取っていいかとかわからなくなりますから、早く統一したものをつくるべきだと思ってい

るﾕ

　ただ、学会の中から出る声として、１つは今までやっている審査内容が三団体でいろい

ろ違いがあるという状況で一緒にやって大丈夫なのかという意見がある。例えば実際の症

作］審査をしないで専門医になった団体と一緒に専門医審査をやって大丈夫なのかという意

見がある．もう―つは、これから新たな審査機構をつくるにしても、外形基準を満たして
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いない団体が万が一あった場合、ほかの団体が加わらないでこの三団体だけでそういうこ

とをやるのは筋か通らないというふうなことになる，過去においてそういうことを確認す

るぺきだったとは思うが、ここで新たな次のステップに進むときに、や「よりもう一回確認

すべきではないかという声が、今、日本矯正常科学会から出ている，

０（ＪＩＯ）それはその団体が申請した時点で考えれぱいい事で、そういう団体かあれ

ば申請してもらい、４者での会談を行えばいい。

○りＩＯ）日矯学会の指摘の中で、審査基準が違う、審査を受けていない人が専門医

なっているということがある。その事に関しても、厚労省は３団体でお互いの認定基準を

全て１００％満たしていない部分がある場合は、足りない部分を埋め合うように団体で行

うようにと言っている．

０（日蛤｝しかし、これから新たな団体をつくる場合は、まだきちんと外形基準を満た

しているかどうかを確認する必要がある。

○（ＪＩＯ｝３団体が話し合って統一した基準を作って進めようとする場合に、過去に

認めたものに不足していることが明らかな場合は、足りなかったら足りるように基準を合

わせた方が良いと厚労省も指摘している。

○（日矯）日矯では会員から、きちんとした審査をしていない人たちと一緒にやるべき

ではないのではないかといった声がある。

○（成人）確かにいろいろな質の達いというのはあるかも知れないが、成人矯正や矯正

歯科協会が提案しているのは、入り口はいろいろ違い、そうするといろいろレベルの違い

があるかも知れないが、例えばそれ晋更新の時点でブラインド方式で審査するとか、いろ

いろな影でそれに対しての対応はできると思う。そういうところで知恵を紋っていくこと

によって、より早く解決していくということもあり得ると思う。過去を一生懸命考えるの

ではなくて、この先、５年先、１０年先にどうなっているかというようなとらえ方をして

いくと、何か生まれてくるのではないかなと私は思っている，

０（日矯）日矯学会が建設的な意見を出さないというような話が出ていたが、必ずしも

そういうわけではないと思う。この懇談会が始まったそもそもの立ち上がりの部分におい

て、厚労省の担当者が三団体で話し合うように、そして出た結論を厚労省に持ってくるよ

うにと指示を出したその前提としては、三団体それぞれが専門医制度を名乗る外形基準を

満たしているということがあるのではないか，また振り出しに戻すのかという意見もあろ

うかとは思うが、例えば外部評価機講をつくっていこうということを考えていく上では、
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その入りロとして資格というのをお互いに確認してから先に進むべきなのではないか。決

して後ろ向きになっているわけではなく、前を向いて日本の矯正歯科医に関する専門医制

度を考えていく時に、その三団体それぞれが外形基準を満たしていることをまずはっきり

現段階でクリアをして、そこから先に進んで行こうというのが日矯学会の考え方というこ

とである，

０（ＪＩＯ）ここは次にどうするかということを話すべきであって、そういうことを話

すべき場じゃないと思う。お互いに差があるから、どれくらいの差があって、どうやって

埋めたらいいかということで２年前に相互視察を始めたっその時の結果で、あんなレペル

の低い人たちとは一緒になれない、審査を受けていない人がいるから一緒になれないと。

先生方がおっしやっていた、その人たちｉどうやって、手段をどうしようかというために

相互視察をしたのに、その後で結局あそこはだめだ、会員が言うからだめだというふうに

なっている。それを見出すためにみんなやったのではないのか,、

○（成人）審査をしていない人たちがいるというの「ま、多分私たちの学会のことを言っ

ているかと思うが、審査以前の問題として既に日本矯正歯科学会から指導医とか認定医だ

とか、いろんな資格を取っている。そういうことも考慮した上で決めていったことなのだ

が、もしそれに不満があるのであれば、剖えぱ１年後なりに全学会が、ＩＯ例にするか５

例にするかフ例にするかは別として、症例を全部出し合って、それで認めた人だけ合同審

査会で認めたという形にして合法化できるとか、そういう形にしてもいいとは思う。

○旧矯｝今の発言は、三団体それぞれで専門医を取っている先生が、もう一度第三者

機橋による症例の審査を受けるという意味か？

○（成人）それぞれの基準がみんな違うのだから．全部が審査委員を出し合って、ブラ

インド形式でもう一度全部審査し直さなかったら公平にはならない。日矯のだけがレベル

が上だなんてことはあり得ない。その合同審査会で通ったものが広告もできるような形に

なるわけで、それ以前の各学会が認めたものは、あくまでも各学会が認めたものであって、

広告できるところまではいかない．

０く日矯）J10に確認させて欲しいのだが、厚労省の担当者とやりとりを経て申請言類

を訓えて申請をされている。厚労省はその申請書類を受け取ったという形なのだと思うが、

厚労省の方がやり取りを指摘してきたことというのは、その内容を確認しているというこ

とで「まなく、申請書類として問題かないかどうかのチェックをしただけなので「よないか，

０りＩＯ｝申請書類だけでな＜審査の方法とか、色々と細部に渡って、修正してくだ
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さいと指導を受けて全て修正をしたという事である、ＪＩＯが巾請書類を謹出したら申請

は受理されているのかと日矯学会は指摘するが、同じ分野の団体からは１つしか受理しな

いため、受理はされていない．厚労雀は外形基準には合っているが、審査が統－したもの

でない隈りは受理しないと言っている．

０（成人）このままだと話がなかなか進まない,、先程も話したが、外形基準９項目を

一応満たしている団体だという前提の上に立って話を進めるということでどうか．ただし、

その前提条件として、もし外形基準９項目を渦だしていないということがどこかではっき

りした段階では、その団体はこの懇談会から降りてもらうという形で、棚上げにするとい

うような形での進め方はできないか。特に日本矯正歯科学会は。

○（日矯）日矯学会が話を戻しているという言い方をされるのです|ﾅれども、そうで

はなくて、足元をきっちりして進めないとほかの人からも理解されないのではないかと私

は危惧している。まず一番最初に三団体としてテーブルに上がる前提粂吽を厚労省が審査

確認していない．

０（ＪＩＯ）厚労省の方にどうしたらまとまるかという事で色々話を聞いた。ある程度

の事は認めたりしないと進まない場合もあり、年を取っている方遣を考慮する（グランド

ファーザールール）ことが必要ではないかという話や、三者だけで話をしてもまとまらな

い場合は、この３団体をまとめる為にホワイトナイトとして外部の人を誰か逼れてきては

どうかという話もいただいた。

　何も条件を渦だしていないなら、３団体がどうしたらまとまるかについて話をする必要

はないので|よ召いか。ただ書類だけ出して帰りなさいとしか言わないはず。厚労省担当官

か「相互批判を繰り返しているぱかりで、この三団体で基準を統一する気がないのであれ

ば、厚労省はどの団体も認めない､」と発言したことを受けて、本懇談会は継続してきた。

早くなんとかしなければ、単科開業医が浅っていくばかりで、単科で開業Ｌようとする人

|まいなくなる。レベルが低いとか、そのような事は後で何とか埋めるようにすれば足リる

ようになり、ＪＩＯｒま足りていない人は絶対駄目だと、厳しい事まで言っているわけでは

ない，

｢親しい専門医制度評価・認定機構について｣

○（日矯）（司会）前回の懇談会で深町先生の方から御提案のあったｉ科の方で主にや
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られているという新しい専門医制度評価・認定機構についての扱いを検討してきて欲しい

という要望かあった。それについて成人は賛意を示されていた。先生方の意見としては、

それには時間がかかるだろうから、暫定的なやり方として、今専門医として認められてい

る三団体はそのまま認めてというようなお話だった。将来は検討してもいいけれども、と

いう扱いだった、

○（成人）それが一香手っ取り早い.,最初からすべてがパーフェクトな状態で進むとい

うのはどんな制度をつくる場合も現実問題としてありえない。ある程度欠点があったら、

それは後で修正していけばいい。

○（日矯）（司会）確認させてもらいたいのだが、将来新しい専門医制度評価・認定機

構の基準に則った新しい専門医制度を確立するためには、やはりかなりの年月がまたかか

ろうかと思うが、その遠い将来を睨んでの検討ということでよろしいのか,，

０（ＪＩＯ｝みんな動いているわけだから、やる気があれぱすぐできる、（日本専門医

制評価認定機構がまとめた）整備指針というのは骨格をある程度示しているだけ。我々が

話し合ってきた申請資格等のこととかも、５年の研修があればいいと書いてあるし、指導

医は専門医じゃなきやいけないとかということもあるし、それから会員歴を問うてはいけ

ないと審いてある，委員が出てきて話し合えば、そんなに難しくないと思っている。

○りＩＯ）専門医制度整備指針の申にあるように．日本専門医卿」評価認定機構という

のは、今７０いくつか加盟学会があると思うが、今広告されている専門医の団体のある学

会においては会員が６，０００人くらいで５ ０００人以上専門医がいる、あるいは会員

の１割～２割か専門医とか専門医数にバラツキがあるため、この専門医制度評価認定機構

が外部（団体や個人）を入れて全ての専門医制度を統括し、統一した認定審査を行おうと

している。

　もう一つは３団体で外部（団体や個人）を入れた第三者機構（合同審査委員会）のよう

なものを作って、統一した審査を行うという方法である。全く同じものではないが、我々

のＪＢＯ（ＮＰＯ法人日本歯科矯正専門医認定機構）というのも外部評価を加えるために

一般索科医師を入れたり、副会長（県歯科医師会｝を入れたり、弁護士を入れたり、ソー

シヤルワーカーを入れたりしてやっている。それは統一した審査を行う・三者機構のよう

な形を想定して最初から作っている。

　全ての審査を統括するという評価機構に比ぺれば小さな規模でやっているのか３学会構

成の心臓血管外科専門医認定機構で、心臓外科学会・血管外科学会・胸部外科学会で、統
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－した審査を行っている。

　矯正の３団体でこのような認定機構のようなものを作って、認定・査を統一し函しょう

という話で今までずっと来ていると思う。

○（ＪＩＯ）矯正の分野だけであれぱ、合同審査委員会とほとんど似たような状態でス

タートという形が現実的。そこに、弁試士さんを入れるとか、どこかから役員を入れると

かという形で外部評価の人も入れながらつくるというようなことが現実的には考えられる

んじゃないかと思っている。俣らがやっているＪＢＯの．もう少しいろんな人が入ったよ

うな形．そして審査員か各団体から出てきて、その人たちにある権限を持たせれば、統一

した基準で評価「ま可能ではないかと私は思っている．

０（日矯）（司会）その場合、三団体で既に専門医資格を持っている先生|よどういうふ

うに扱われるのか。

つり１０）それは先ほど佐藤先生がおっしゃったように、皆もう一回何らかの形で

　審査を受|ﾅる。同じ審査じゃなくても１症例ずつ提出する姉、何でもいいが、機構さえ

　できれぱ幾らでもやりようがありますェそれぞれここのテーブルに集ってきている団体

　はそれなりの経験を積んできているのだという認諏のもとに、新しく、ではみんなで知

　恵を合わせて日本の矯正のためにやりましょうよと、そういう手を組むのだという前提

　の中で話さなかったら、話がこれ以上進まないと思う。

○（日矯）先生が撞示された日本専門医制評価・認定機構は医科で立ち上がって、医科

ではさまざまな学会がさまざまな基準で専門医制度を設けて、その各団体が専門医を多く

輩出する中で、そのいろんな専門医制度がある学会間の調整をするという目的で始まって

いる。それは医科の場合であって、歯科においては大枠がまず示されて、日本歯科医学会

がその取りまとめ役となって、その専門分科会がそれぞれ専門医制度を立ち上げていると

いう点で、医科とはちょっと状況が違う。この日本専門医制評価・認定機構をそのまま参

考にするということではなくて、すでに専門医制度を持っている口腔外科と小児歯科と放

射線科と麻酔、歯同病の団体がどう考えているのかということも考えていかなくてはいけ

ない。

○（ＪＩＯ）将来的には。我々がまとまらないと、その話はとてもじゃないができない。

矯正の中でまずはまとまって、その後いいモデルケースができれば、そっちの方にも話が

行くかもしれなくて、そうしたら歯科で統一したものになっていけばいいが．まずは我々

の問題である。我々が歯科の中で専門開業が成り立っている唯一の分野であり、だからこ

Ｓ



れだけもめている。専門医制度というのは、実際には我々専門開業医にとってすごく重要

だという認識かあるから。いろんな議論か出てくるの「よ当たり前だし、それぞれ主張があ

るのは当たり前。だからこれだけ長い時間かけてやってきたのだが、そろそろ次のステッ

プに入らないと、ごのままでは意味がない。

○（日矯）前回先生が日本専門医制評価・認定機構の評価基準を出された意図としては、

将来それに沿ったものを目指していこうということと、一方で今の矯正歯科の専門医制度

をどうしようかということの参考にという形で、その２つの意味合いがあるということで

構わないか。

○（ＪＩＯ）結構．医科も推挽の学会の認定はやめようと言っている，その大きな方向

性を理解して欲しい。

Ｃ（日矯｝私は１っ先生の意図を聞きたい。この日本専門医制評価・認定機構につい

　て医科の方のだくさんの学会で認めている専門医制度において、厚労省の広告認可を得

　るというところでいろいろ問題が起こった。その結果、その前からこの協議会（当時は

　学会認定医制協議会という名称だった）は発足していたのだが、それで非常に混乱が起

　こって、そこから協議会の役割としては、各学会の質の担保を図るという作業に最近携

　わってこられていると思う，そのときの混乱を歯科の方もずっと見ていたわけで、歯科

　の場合にはこれを繰り返さないということで、日本歯科医学会の中に専門医制協議会と

　いうのがつくられた。制度的に大枠で言うと、この社団法人日本専門医制評価・認定機

　横というのは日本歯科医学会の中の専門医制協議会とマッチしているように思うが、先

　生がここで出されてきたことは、これに相当するミニ版というか、それを矯正の分野に

　導入しようというお考えで出されてきたのか,，

ＣりｌＯ〕いろんな議論を経て、単独の学会じゃなくて第三者認定機構で専門医を

　統一して認定する方向にしようという医科の方向性が示された。例えば会員歴は基本的

　には問わないこととか、要するに実力主義みたいなこと、それから研修施設の外部評価

　機構を、きちんと監査機構をつくりましょうとかやっている。それまで単独の学会では

　なかなかできにくかったことをやりましょうという方向性が示されていて、かなりいい

　方向だと思った。それを模範にしながら、我々の認定植槽、第三者機構をつくって、そ

　れを矯正の分野で実際にやっていけたらいいのではないかなと。

Ｏ（日矯）このままという意味ではないと思うか、矯正の分野でやっていこうというお

考えか，
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○□ＩＯ）そうだ．それがいいのではないかなと思う．

０旧矯）そうすると、そもそもこの懇談会の当初の目的からは若干ずれていくという

ことになるのか．

０（ＪＩＯ）しかし、統一した審査をつくるための方法論としてそういう機構を外部

につくるのだという合意に至ったと厚労省に報告すれぱ済むことである。そして具体的に、

そこの委員会を立ち上げるから厚労省からオブザーバーとして出席してください、日本歯

科医師会から来てくださいということになるのではないか。

○（ＪＩＯ）それこそがこの会の目的だと思う。これを理念として集まって、そういう

機構をつくる、審査を一本化するということになるわけですから、当初の目的どおりでは

ないか。

○（日矯）今の審査という点だが、審査「ま日本専門医制評価・認定機構というのはやっ

ていない。それぞれの制度の調整とか、あるいはそれのレベルアップというか、各学会の

制度の評価、審査は行っているが、審査の意味がちょっと違う。

○（Ｊ【ｏ）それは承知しているが、この理念としてはすごく練られており万人に認め

られる。お互いのそういうディスカッションを、これをもとにしてやったら三団体もまと

まりやすいのではないかというのが先生の真意だと思う。その制度そのものを引っ張って

くるのではなくて、例え「」お互い詰めなければいけない条件みたいなのをこの理念に従っ

てということであればいいのではないかという提案だと思う。

○（成人）外形基準９項目については認められている団体だという前提で、一応今の段

階では進んではどうか、

○（日矯）光生のおっしやることはわかるが、私が今ここで、はいわかりました．そ

うですとは、とても言えないですね。

○（成人）では、それは一ｇ持ち帰って、その提案を次回までに返・してくれませんか，

皆さんとしては、それだと２回目に戻るようなことで今まで１６回やったことが何なん

だという気持ちかある．外部に―応つくってやっていこうということまでは大体「まぼ話が

まとまってきていると思うので､，

０（日矯）しかしのどに刺さった骨みたいなのははっきり取り陥いておく方が今後進め

やすいのではないかなという気はする_

○（成人）先生のお気持ちはわかるか、ただ、それを言っていると前へ進まない。どこ

かで修正していけば済むのではないか，
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○（日矯）（司会）仮に日本専門医制評価・認定機構に沿ったというかそれを参考にし

た第三者評価機構を検討していく上で、先生が考えられている具体的な進め方というか手

順みたいなものがもしあれば、ご教示ください。

○りＩＯ〕まずは、この懇談会で三団体がその設立に合意すること。含意してそれぞ

れ、会長、理事長が署名すること。それを厚労省に提出する。そしてどういうメンバーで

やっていくかということをもう一回出し合って、それで新たに第Ξ者認定機構設立の委員

会を立ち上げて、今度は審査部門とか必要な部門をつくって、それぞれの団体から委員を

出す,，

０（成人）私もそういう感じかなと患う。とにかくやはりまず「ま合意しないことには次

には行けない。

ｏ（日矯）（司会）新しい箇Ξ者評価・認定哩構を三団体で設立するということにΞ団

体がそれぞれ合意して、その検討に具体的に入る。厚労省に合意したということを提出す

る。このΞ団体懇談会の役割はそこで終わるという考えについて、意見は？

○｛成人）そこでは終わり切らないだろう．それがうまくきちっと引き継がれたという

確認がとれないといけない。

○り１０）その合意文書に署名ができるかということだろう。我々は署名できるわけ

だから、日矯に持ち帰ってもらって、理事長の署名をとれるかどうかである,，とれなけれ

ぱ、これ以上ないのではないｶy

O（日矯）今、先生がおっしやった内容をもうちょっと明確にしておかないとサインで

きない，

０（成人）要するに、この三団体が今現在としては外形基準９項目を満たしているとい

うふうなことを了解するということである。ただし、その保険としては、将来もしそうで

ないことがわかった段階では、外れた団体は引き下がってもらう．

０（日矯）外部にそういう団体を、専門医制度評価・認定機構にある程度摸した団体を

つくるということについて、それの同意を得るための文言が必要である，

（成人）では、今ここで文書の作成を、

以下、文言の作成作業。

○（成人）で「よ、その２項目について、日矯さんの方で一応協議して、次回までにまた

御意見を持ってきてください、

||



閉 会

本懇談会中に話し合われた「矯正歯科領域の専門医制度に関わる第三者認定機構」につい

ての試案

１）矯正歯科領域における新たな統一された基準による専門医の審査・認定を行なう目的

で、本懇談会に参加する三団体とは別に、新たな第三者認定植抽を設立する。

２）設立時の機嫌は、木懇談会に参加する三団体から推薦された同数の委員によって構成

する。

なお、三団体が厚労省の定める９項目の外形基準を満たしているかどうかという点につい

ては、現時点ではΞ団体共に満たしているとの前提で協議を行なう事とするただし、い

ずれかの団体が外形基準を満たしていないと判明した場合には、当該団体の委員｢ま本機構

から脱退する。

注｝ただし、このような第三者評価認定機構を設立することはまだ合意には至っておらず、

＊上記の試案は、あくまでその検討を行うためのものである．

以上、この議事録が正確であることをここに証します。

平成２５年２月　日

日本矯正歯科協会

日本成人矯正歯科学会　　　　　
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日本矯正歯科学会
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